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第10回厚生科学審議会感染症部会

標記の会議を以下のとおり開催します。
傍聴を希望される方は募集要領によりお申し込みください。

記

1．日時

2．場所

3．議題

募集要領


傍聴申込書（PDF：37KB）

平成27年５月29日（金）10：00～12：00

航空会館　501＋502会議室（５階）

（東京都港区新橋１－18－１）




（１）感染症に関する情報収集体制の強化について

（２）報告事項


　　１．蚊媒介感染症対策について

　　２．侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんの患者の医師による届出基準の変更について


　　３．「新型インフルエンザ対策に関する小委員会」における作業班の設置について

　　４．中東呼吸器症候群（MERS)の対応について


　　５．エボラ出血熱の流行状況について

　　６．感染症危機管理専門家養成プログラムの新設について


（３）その他



１　ＦＡＸにより、傍聴希望者の氏名、所属、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、を記入の上、平成２７年５月２８日（木）１５時（必着）までに、次の宛先にお申
し込みください。




〒100-8916 東京都千代田区霞が関１丁目２－２ 中央合同庁舎第5号館


厚生労働省健康局結核感染症課特定感染症係宛て

　　　　 FAX番号：03-3506-7325






２　 申込者が多数の場合、報道関係者等の状況を勘案の上、抽選を行うこととしております。抽選の結果、傍聴できない方にのみ、５月２８日（木）１７
時までにＦＡＸ又は電話にて連絡いたします。


なお、同一の所属先（企業、団体等）から複数の申込みがあった場合には、調整させていただく場合がございます。






○　傍聴される方への留意事項


１　傍聴受付の際、本人確認を行います。傍聴申込書及び写真付き身分証明書（社員証や免許証など）を提示してください。

２　事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。


３　携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。

４ 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません（あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができま

す。）。

５ 会議の妨げとならないよう静かにしてください。


６ その他、部会長と事務局職員の指示に従ってください。

※ 上記の事項を遵守されない場合は、退場していただくことがあります
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